
人事院公示第４号

人事院は、国家公務員災害補償法（昭和２６年法律第１９１号）第４条の３第

１項及び第４条の４第１項の規定に基づき、平成４年人事院公示第６号の一部改

正に関し、次のとおり決定した。

平成３０年３月３０日

人事院総裁 一 宮 なほみ

１ 別表を次のように改める。

別表

年 齢 階 層 最低限度額（円） 最高限度額（円）

２０歳未満 ４，７４８ １３，２８４

２０歳以上２５歳未満 ５，３７７ １３，２８４

２５歳以上３０歳未満 ５，９６７ １４，２５５

３０歳以上３５歳未満 ６，３０４ １７，３５３

３５歳以上４０歳未満 ６，６７３ １９，２８６

４０歳以上４５歳未満 ６，９２６ ２１，３９３

４５歳以上５０歳未満 ７，０２０ ２３，９０５

５０歳以上５５歳未満 ６，８１２ ２５，２５７

５５歳以上６０歳未満 ６，３１３ ２４，８５９

６０歳以上６５歳未満 ５，１４２ １９，７２６

６５歳以上７０歳未満 ３，９３０ １５，２９１

７０歳以上 ３，９３０ １３，２８４

２ この決定による改正は、平成３０年４月１日から効力を発生する。


